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は
じ
め
に

Ⅰ
、
別
家
の
出
現
時
期
と
分
類

Ⅱ
、
別
家
数
・
設
立
の
経
緯
・
動
向

Ⅲ
、
別
家
機
能
と
そ
の
維
持

お
わ
り
に

は
じ
め
に

杉
浦
大
黒
屋
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
創
業
（
１
）
の
商
家
で
、
主

に
呉
服
太
物
小
間
物
類
を
取
り
扱
い
、
江
戸
期
に
は
京
店
（
本
店

で
あ
り
仕
入
店
）
・
江
戸
石
町
店
（
販
売
店
）
・
江
戸
本
所
店

（
文
政
七
年
開
店
）
・
岐
阜
店
（
天
保
末
年
開
店
）
・
大
坂
店
（
文

久
・
元
治
頃
開
店
）
の
五
店
舗
を
設
け
て
い
た
。

同
家
で
は
、
江
戸
期
を
中
心
に
明
治
期
に
も
別
家
を
輩
出
し
て

い
る
が
、
そ
の
研
究
は
ま
だ
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
別
家

制
度
の
導
入
さ
れ
た
時
期
・
各
別
家
の
成
立
の
経
緯
・
別
家
組
織

の
概
要
・
具
体
的
な
役
割
や
義
務
・
待
遇
等
も
十
分
解
明
さ
れ
て

い
な
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
江
戸
期
に
的
を
絞
り
、
杉
浦
大
黒
屋
の

別
家
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

《
検
討
史
料
に
つ
い
て
》

杉
浦
大
黒
屋
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
京
都
大
火
で
京

店
も
杉
浦
家
本
家
も
殆
ど
焼
失
し
た
た
め
、
初
代
か
ら
三
代
頃
ま

で
の
実
態
を
窺
え
る
史
料
が
極
め
て
少
な
い
。
本
稿
は
、『
杉
浦
家

歴
代
日
記
』（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
。
以
下
「
日
記
」
と
略

す
）
の
江
戸
期
の
記
述
部
分
（
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
四
月
〜

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
一
月
。
四
代
の
末
期
〜
九
代
の
初
期
に

該
当
（
２
）
）
を
基
礎
史
料
と
し
、
こ
れ
に
残
存
す
る
他
の
史
料
（
３
）
を
組
み

合
わ
せ
て
検
証
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
が
、
上
述
の
よ

う
な
理
由
で
創
業
期
の
実
態
は
未
詳
の
部
分
が
少
な
く
な
い
。

京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
１
）

植
　
田
　
知
　
子
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Ⅰ
、
別
家
の
出
現
時
期
と
分
類

１
、
別
家
の
出
現
時
期

杉
浦
大
黒
屋
に
別
家
が
お
か
れ
た
の
は
、
初
代
道
照
（
内
海
清

兵
衛
義
清
（
４
）
の
法
名
。
元
禄
一
一
（
一
六
九
八
）
年
六
七
才
没
）
の

頃
と
見
ら
れ
る
（
５
）
。
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
「
別
宅
見
世
出
し
（
６
）
」

し
た
大
黒
屋
又
兵
衛
は
、
別
家
と
な
っ
た
時
期
の
早
い
者
の
一
人

で
、
江
戸
富
沢
町
に
店
舗
を
構
え
、
古
手
・
呉
服
・
木
綿
・
真
綿

等
を
取
り
扱
っ
た
。

ま
た
、
坂
江
吉
右
衛
門
は
、
二
代
道
有
（
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
次

の
法
名
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
五
七
才
没
）
の
店
で
奉
公
し

た
後
、
杉
浦
家
の
分
家
と
し
て
「
大
黒
屋
」
を
屋
号
に
江
戸
通
油

町
で
繰
綿
問
屋
（
の
ち
呉
服
・
木
綿
・
下
り
蝋
燭
等
を
取
り
扱
う
）

を
開
店
し
て
い
る
が
、
こ
の
開
業
時
期
も
一
七
〇
〇
年
初
頭
と
さ

れ
る
（
７
）
。
こ
の
他
、
杉
浦
大
黒
屋
の
重
代
別
家
で
「
初
代
」「
元
祖
」

と
さ
れ
る
人
々
が
別
家
し
た
時
期
も
、
大
体
一
七
〇
〇
年
代
の
初

め
頃
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
杉
浦
大
黒
屋
で
は
二
代
道
有
の
頃

に
別
家
の
輩
出
が
進
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

２
、
別
家
の
分
類

杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
に
は
、
職
域
に
よ
っ
て
「
別
家
」
と
「
裏

別
家
」
の
二
種
類
が
存
在
し
、
ま
た
別
家
後
の
居
住
地
域
に
よ
っ

て
、
江
戸
後
期
に
は
京
別
家
・
田
舎
別
家
（
別
名
、
江
州
別

家
）
・
遠
国
別
家
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
退
役
時
の

職
掌
（
支
配
役
／
古
参
の
手
代
）
や
別
家
後
の
職
業
（
勤
番
／
自

分
家
業
）
に
よ
っ
て
も
店
と
の
関
わ
り
や
処
遇
に
差
が
見
ら
れ
、

ま
た
格
付
け
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
関
連
す
る
項
目
（
別

稿
）
の
中
で
も
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
概
要
を
述
べ
て

お
く
。

ａ
、
職
域
別

ま
ず
、
杉
浦
大
黒
屋
に
は
、
店
表
と
裏
店
（
８
）
に
職
域
を
異
に
す
る

二
種
類
の
別
家
が
存
在
し
た
。
こ
の
う
ち
、
店
表
の
奉
公
人
で
一

定
の
年
限
を
勤
め
上
げ
別
家
が
許
さ
れ
た
者
を
「
別
家
」
と
呼
び
、

江
戸
後
期
に
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
支
配
役
退
役
が
別
家
と

な
る
条
件
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
裏
店
務
め
の
裏
男
で
一
定
の
年
限
を
勤
め
上

げ
別
家
を
許
さ
れ
た
者
は
「
裏
別
家
（
９
）
」
と
呼
ば
れ
た
。「
裏
別
家
」

に
も
、
店
表
の
支
配
役
が
退
役
し
て
別
家
と
な
る
際
に
行
っ
た

「
退
役
登
（
10
）
」
に
類
似
し
た
行
事
が
実
施
さ
れ
（
11
）
、「
大
黒
屋
」
の
屋
号

も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
日
記
」
か
ら
裏
別
家
で
あ
る
こ
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と
が
確
認
で
き
た
者
は
数
名
で
あ
る
。

こ
う
し
た
職
域
を
異
に
す
る
別
家
が
初
代
の
頃
か
ら
存
在
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
後
年
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、

現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

ｂ
、
地
域
別

第
二
に
、
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
に
は
、
別
家
後
の
居
住
地
域
毎

に
呼
称
が
あ
り
、
江
戸
後
期
に
は
京
別
家
・
田
舎
別
家
（
別
名
、

江
州
別
家
）
・
遠
国
別
家
の
三
つ
が
あ
っ
た
。

杉
浦
大
黒
屋
で
は
、
新
た
に
別
家
と
な
っ
た
者
は
、
別
家
後
の

住
居
を
京
か
在
所
の
ど
ち
ら
か
に
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
（
12
）
、

京
に
居
住
し
た
の
は
、
京
勤
番
と
京
を
拠
点
に
自
分
家
業
を
行
っ

た
者
に
限
ら
れ
、
大
方
の
者
は
別
家
後
帰
郷
し
て
在
所
に
居
を
構

え
た
。
在
所
を
選
択
し
た
者
の
居
住
地
は
、〈
江
州
〉
と
〈
江
州
以

外
―
江
戸
・
信
州
・
遠
州
・
若
州
等
〉
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
奉
公
人
全
体
の
約
七
割
が
江
州
出
身
者
で
あ
っ
た
た
め
（
13
）
、

江
州
に
居
を
構
え
る
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
従
っ
て
数
の
少
な
い

江
州
以
外
の
出
身
者
が
一
括
さ
れ
た
結
果
、
京
別
家
・
田
舎
（
江

州
）
別
家
・
遠
国
別
家
の
三
分
類
が
生
じ
た
と
見
ら
れ
る
。

生
業
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
京
別
家
は
京
市
中
に
居
住
し
た

京
勤
番
、
お
よ
び
京
を
拠
点
に
自
分
家
業
を
行
っ
た
者
、
田
舎
別

家
は
江
州
に
居
住
し
た
江
戸
勤
番
と
、
江
州
に
居
住
し
て
自
分
家

業
（
含
、
農
業
・
手
職
）
を
行
っ
た
者
を
指
し
、
遠
国
別
家
は
、

別
家
後
帰
郷
し
て
在
所
に
住
居
を
構
え
、
大
黒
屋
各
店
の
勤
番
役

を
勤
め
る
か
、
あ
る
い
は
自
分
家
業
を
行
っ
た
者
を
指
す
。

ｃ
、
職
掌
別

第
三
に
、
店
表
の
奉
公
人
で
別
家
を
許
さ
れ
た
も
の
に
は
、
職

掌
に
よ
り
、
店
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
支
配
役
の
退
役
者
と
、
古

参
の
手
代
が
規
定
の
年
限
を
無
事
勤
め
上
げ
て
「
首
尾
能
暇
」（
＝

円
満
退
職
）
し
た
も
の
の
二
つ
が
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
別
家
後

の
動
向
に
明
ら
か
で
、
前
者
が
通
常
「
勤
番
」
を
務
め
た
の
に
対

し
、
後
者
は
別
家
後
た
だ
ち
に
自
分
家
業
を
営
む
こ
と
が
許
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
検
討
期
間
内
（
天
明
二
年
四
月
〜
慶

応
三
年
一
月
）
に
後
者
の
別
家
が
確
認
で
き
た
の
は
わ
ず
か
一
名

に
過
ぎ
ず
、
江
戸
後
期
に
は
支
配
役
退
役
が
別
家
の
条
件
と
な
っ

て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

ｄ
、
格
付
け

杉
浦
大
黒
屋
に
は
「
准
別
家
」（
ま
た
は
准
別
宅
）
と
い
う
格
付

け
が
あ
り
、
検
討
期
間
内
に
確
認
で
き
た
五
例
（
14
）

は
い
ず
れ
も
店
表

の
奉
公
人
で
、
裏
店
奉
公
人
の
事
例
は
目
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ

ら
は
奉
公
人
側
の
特
殊
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
あ
る
い
は
勤
功
に

報
い
る
形
で
付
与
さ
れ
て
お
り
、
別
家
に
準
じ
る
身
分
が
認
許
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
別
家
組
織
内
部
で
の
地
位
や
役
割
を
示
し
た
の

が
、「
初
代
格
」
と
「
二
代
目
格
」
の
格
付
け
で
あ
る
。
両
者
の
違

い
は
、「
初
代
格
」
が
勘
定
（
営
業
報
告
お
よ
び
決
算
報
告
書
の
査

閲
）
等
の
重
要
行
事
に
立
会
っ
た
が
、「
二
代
目
格
」
に
は
そ
れ
が

許
さ
れ
な
い
と
い
う
経
営
へ
の
関
与
、
ま
た
自
分
家
業
の
開
業
許

可
な
ど
の
点
に
認
め
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
別
稿
で
述
べ
る
。

そ
の
他
、
支
配
役
や
勤
番
在
職
中
の
功
績
、
別
家
と
し
て
の
貢

献
度
、
自
分
家
業
の
経
営
状
態
、
あ
る
い
は
家
法
違
反
や
不
法
行

為
な
ど
に
よ
り
、
別
家
間
で
地
位
・
役
割
・
処
遇
に
差
が
設
け
ら

れ
、「
○
代
別
家
の
頭
」「
別
家
老
分
」「
平
別
家
」
等
の
別
家
内
部

で
の
序
列
を
示
す
呼
び
方
も
存
在
し
た
。

【
小
括
】

杉
浦
大
黒
屋
で
は
初
代
道
照
の
頃
に
別
家
が
お
か
れ
は
じ
め
、

二
代
道
有
以
降
、
別
家
の
輩
出
が
進
ん
だ
と
見
ら
れ
る
。
別
家
の

設
立
経
緯
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
証
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
か
ら
、
信
賞
必
罰
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
旧
功
の
重
視
・
職
域

を
こ
え
た
勤
功
の
評
価
な
ど
、
人
材
を
重
視
し
た
姿
勢
が
認
め
ら

れ
た
。

ま
た
、
別
家
組
織
内
は
あ
る
程
度
序
列
化
が
進
み
、
職
業
や
居

住
地
域
等
に
よ
り
分
掌
さ
れ
た
別
家
衆
が
相
互
に
連
携
を
保
ち
な

が
ら
別
家
組
織
全
体
が
結
束
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
構
図
が
見
え
、

杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
が
か
な
り
組
織
的
に
整
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
窺
え
た
。

Ⅱ
、
別
家
数
・
設
立
の
経
緯
・
動
向

１
、
別
家
数

杉
浦
大
黒
屋
の
総
別
家
数
を
明
確
に
確
認
で
き
る
よ
う
な
史
料

は
、
こ
れ
ま
で
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
江
戸
期
の
別
家
数
に
関
し

て
は
、
天
明
二
年
四
月
〜
慶
応
三
年
一
月
ま
で
の
間
「
日
記
」
に

記
さ
れ
て
い
た
別
家
を
拾
い
上
げ
る
と
、
そ
の
総
数
は
約
九
一
家
（
15
）

に
の
ぼ
る
。
こ
の
中
に
は
一
七
〇
〇
年
代
初
頭
に
別
家
と
な
っ
た

大
黒
屋
又
兵
衛
家
（
前
出
）
の
よ
う
に
、
設
立
時
期
の
早
い
も
の

も
一
部
含
ん
で
い
る
が
、
創
業
時
（
寛
文
三
年
）
か
ら
天
明
二
年

ま
で
に
は
約
一
二
〇
年
も
の
歳
月
が
経
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
絶

家
・
没
落
し
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
16
）

２
、
別
家
の
設
立
経
緯

九
一
家
の
別
家
の
設
立
経
緯
は
【
表
１
】
の
よ
う
に
分
類
で
き

る
（
＊
検
討
対
象
は
店
表
の
「
別
家
」
と
「
准
別
家
」。「
裏
別
家
」

は
除
外
し
て
い
る
）。
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こ
の
表
か
ら
、
杉
浦
大
黒
屋
各
店
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
支
配

役
を
退
役
後
に
別
家
と
な
っ
た
も
の
が
五
八
家
（
全
体
の
六
三
・

七
％
）
で
最
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
非
退
役
」
の
一
家
は
、
支

配
役
在
職
中
に
死
亡
し
た
も
の
で
、
後
日
「
准
別
家
」
の
格
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
支
配
役
の
非
経
験
者
で
は
、「
首
尾
能
暇
」
と
な

り
別
家
し
た
も
の
が
一
家
（
17
）
、「
特
殊
な
事
情
」
に
よ
り
「
准
別
家
」

と
さ
れ
た
も
の
が
三
家
見
ら
れ
た
（
18
）
。「
経
緯
不
詳
」
と
し
た
二
八
家

は
、
天
明
二
年
以
前
に
別
家
と
な
っ
た
重
代
別
家
と
、「
日
記
」
の

欠
落
時
期
に
別
家
と
な
っ
て
い
る
た
め
別
家
と
な
っ
た
経
緯
が
確

認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
19
）
。

３
、
別
家
後
の
動
向

次
に
、
別
家
九
一
家
を
、
設
立
経
緯
別
に
別
家
後
の
動
向
を
調

べ
た
の
が
【
表
２
】
で
あ
る
。

支
配
役
退
役
後
に
別
家
と
な
っ
た
五
八
家
の
う
ち
、
四
〇
家
は

「
勤
番
」（
経
営
幹
部
）
と
し
て
奉
公
を
継
続
し
て
い
る
。「
養
子
」

は
、
退
役
後
す
ぐ
に
大
黒
屋
以
外
の
商
家
に
入
家
し
、
新
た
な
人

生
を
踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
20
）
。
一
方
、
独
立
の
商
人
と
し
て
自

分
家
業
を
営
ん
で
い
た
の
は
、「
首
尾
能
暇
」
の
一
家
と
、
天
明
二

年
以
前
に
別
家
と
な
っ
た
重
代
別
家
が
多
数
含
ま
れ
る
「
経
緯
不

詳
」
の
一
七
家
の
計
一
八
家
と
な
っ
て
い
た
。

数／分類 支配役の経験者 支配役の非経験者
経緯不詳 合　計

細区分 退役 非退役 首尾能暇 特殊な事情
別家数 58（内１） 1（内１） 1 3（内３） 28 91（内５）

＊（ ）内は「准別家」の数。

動向／分類 支配役退役 非退役（死亡） 首尾能暇 特殊な事情 経緯不詳 小　計
勤　番 40 ― 0 0 0 40
家　業 0 ― 1 0 17 18
養　子 3 ― 0 0 0 3
その他 3①（内１） 1（内１） 0 3（内３） 0 7（内５）
動向不明 12② ― 0 0 11 23
別家数合計 58（内１） 1（内１） 1 3（内３） 28 91（内５）
＊（ ）内は、「准別家」の数。
註①：３家の内訳は、弟〔神職ヵ〕による家名継承１、家業の再開１、自分家業ヵ１である。
註②：この他に、退役後別家となったかどうか不明の者が２名存在する。

表１　別家の設立経緯による内訳（単位：家）

表２　別家後の動向（単位：家）
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ま
た
、
表
中
、
支
配
役
退
役
者
で
「
そ
の
他
」
に
分
類
し
た
三

家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
店
側
が
了
解
し
た
う
え
で
家
職
や
家

業
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
勤
番
を
勤
め
た
四
〇
家
の

中
に
も
、
勤
番
在
職
中
、
あ
る
い
は
勤
番
退
職
後
に
自
分
家
業
を

始
め
た
も
の
が
五
家
見
ら
れ
た
。

「
特
殊
な
事
情
」
に
よ
り
「
准
別
家
」
と
さ
れ
た
三
家
に
関
し

て
は
、
そ
の
生
業
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
資
料
を
現
時
点

で
は
も
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
動
向
不
明
」
の
二
三
家
は
、「
日

記
」
の
欠
落
時
期
に
支
配
役
を
退
役
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
の

動
向
が
追
跡
で
き
な
い
も
の
や
、
重
代
別
家
で
も
「
日
記
」
の
記

述
量
が
少
な
く
、
生
業
や
家
内
の
状
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
。

【
小
括
】

杉
浦
大
黒
屋
に
お
い
て
江
戸
後
期
に
別
家
と
な
っ
た
者
は
、
そ

の
大
部
分
が
支
配
役
退
役
者
で
あ
り
、
別
家
後
は
勤
番
（
経
営
幹

部
）
と
し
て
大
黒
屋
各
店
舗
の
管
理
業
務
に
携
わ
っ
た
。
こ
れ
は

江
戸
後
期
に
お
け
る
別
家
創
出
の
主
目
的
が
、
杉
浦
大
黒
屋
各
店

舗
に
配
属
す
る
優
秀
な
経
営
幹
部
の
輩
出
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

Ⅲ
、
別
家
機
能
と
そ
の
維
持

１
、
別
家
数
の
変
化

別
家
数
九
一
家
と
い
う
数
字
は
、
天
明
二
年
四
月
〜
慶
応
三
年

一
月
ま
で
の
八
五
年
間
に
「
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
た
別
家
の
総

数
で
あ
っ
て
、
あ
る
一
時
期
の
別
家
数
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
一
体
ど
の
く
ら
い
の
別
家
が
存
在
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

杉
浦
家
の
仏
事
や
婚
礼
記
録
に
拠
り
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）

か
ら
元
治
二
年
（
＝
慶
応
元
年
一
八
六
五
）
ま
で
の
別
家
数
（
対

象：

京
・
江
州
別
家
（
21
）
）
の
推
移
を
、
ほ
ぼ
一
〇
年
間
隔
で
調
べ
た

も
の
が
【
表
３
】
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
別
家
数
は
江
戸
後
期

か
ら
幕
末
に
向
か
っ
て
右
肩
上
が
り
に
、
約
八
〇
年
間
に
二
倍
に

増
加
し
て
い
る
。【
表
４
】
は
、
天
明
四
年
の
二
〇
家
を
基
準
に
、

そ
の
後
の
変
動
要
因
を
「
日
記
」
の
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
調

べ
た
も
の
で
あ
る
。
主
な
特
徴
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
別
家
数
の
増
減
は
既
存
別
家
の
「
代
替
り
」
を
含
む

別
家
の
新
旧
世
代
交
代
の
動
き
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

増
加
分
の
中
心
は
、
支
配
役
を
退
役
し
て
新
た
に
別
家
と
な
っ
た

も
の
と
、
前
代
が
没
し
た
既
存
別
家
の
内
、
相
続
の
完
了
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
減
少
分
は
、
別
家
当
主
の
死
去
・
規
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年次 天明4 寛政6 文化2 同12 文政8 天保6 弘化4 安政2 元治２
（西暦） （1784） （1794） （1805） （1815） （1825） （1835） （1847） （1855） （1865）

別家数
20家 16家 19家 26家 27家 37家 33家 39家 40家
〔１〕 〔４〕 〔７〕 〔２〕 〔５〕 〔２〕 〔８〕 〔５〕 〔２〕

出所：京都市歴史資料館所蔵「杉浦家文書」の、以下の９史料を用いた。
整理番号18「天明甲辰霜月　飯田氏結納之諸事、同　乙巳二月　登知入家諸祝儀之事」。整理番号251「寛政六年
甲寅二月　宗行居士三回忌法事諸用」。整理番号95「文化二年乙丑秋九月十八日　寿光院三十三年忌御仏事用」。
整理番号68「文化十二年乙亥九月　宗仲禅定門七回忌法事諸用」。整理番号119「文政八年乙酉十一月　宗義居士
七回忌法事諸用」。整理番号266「天保六年乙未二月　婚儀始終之記録」。整理番号70「弘化四年丁未夏五月廿五
日　恵観院百五十年忌諸事」。整理番号１「安政二乙卯年　妙用大姉葬礼中陰之諸事」。整理番号15「元治二年乙
丑三月　宗為居士廿五年忌御法事諸用」。

（註）１別家名を１家とし、隠居した老夫婦や当代の息子夫婦も当代の家内に含めた。
〔 〕内の数字は後家別家の数。上の別家数には含んでいない。

年次 天明４年 寛政元年 文化６年 文政２年 天保６年 弘化４年 安政２年
別家数 6 3〔１〕 1 2 2 5 4

江戸6 江戸2 信州1 江戸1 江戸1 江戸４＊ 江戸３＊
内訳 信州1 信州1 信州1 信州１● 信州１●

〔江戸１〕
出所：天明４年・天保６年・弘化４年は、【表３】と同じ。それ以外のものは、京都市歴史資料館所蔵「杉浦家文書」、

整理番号25「寛政元年己酉十一月婚儀始終之記録」、整理番号22「文化六己巳年宗仲禅定門遺物記録」、整理番号
79「文政二己卯年宗義居士遺物記録」。安政２年は、同志社大学経済学部所蔵「京都商家文書」未整理分。

＊この中には、「大黒屋」以外の屋号を持つものが含まれる。

表３　京・江州別家数の推移（天明４年～元治２年（＝慶応元年））

表３の補足資料：遠国別家数の推移

項目 寛政6 文化2 同12 文政8 天保6 弘化4 安政2 元治２
新立別家 2 4 4 5 6 7 6 4

増 相続の完了 1 3 6 0 7 2 11 4
処分の解除 0 1 1 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 1 0 2 0 0

加 不明 0 0 2 1 0 0 0 3
増加分小計 +3 +8 +13 +7 +13 +12 +17 +12
死亡 3 4 4 3 2 8 4 1

減 処分 1 1 0 0 1 4 1 0
不明 3 0 0 3 0 1 5 9
他家相続 0 0 0 0 0 2 1 1

少 退転 0 0 2 0 0 0 0 0
他への移動 ― ― ― ― ― 1 ― ―
減少分小計 -7 -5 -6 -6 -3 -16 -11 -11
±合計 -4 +3 +7 +1 +10 -4 +6 +1

別家数 16家 19家 26家 27家 37家 33家 39家 40家
後家別家の数 〔４〕 〔７〕 〔２〕 〔５〕 〔２〕 〔８〕 〔５〕 〔２〕
註①：表中の別家数は、杉浦家の仏事や婚礼記録に記された別家を約10年毎に集計したものであるため、前の行事以降

に別家となった者が、次の行事までに死亡・処分等となった場合は表中に現われない。
註②：安政３年～元治２年（＝慶応元年）は「日記」の欠落箇所に当り（本文註22参照）、「不明」の数が多くなっている。
註③：減少のうち、「退転」は廃業や経済的困難のため、一時的あるいは検討期間内において状況の確認ができない者。

また、「他への移動」は、出入衆へ移動したものである。

表４　天明４年の20家を基準とした別家数の増減の内訳（対象：京・江州別家）
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律
違
反
な
ど
に
よ
る
処
分
・
不
明
等
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
幕
末

期
（
安
政
二
年
と
元
治
二
年
）
に
「
不
明
」
の
数
が
増
え
て
い
る

の
は
、
こ
の
間
の
「
日
記
」
が
欠
落
し
て
お
り
裏
付
け
が
と
れ
な

い
こ
と
に
も
因
る
が
（
22
）
、
こ
れ
ら
も
恐
ら
く
別
家
当
主
の
死
去
、
あ

る
い
は
家
業
の
存
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

第
二
に
、
別
家
の
世
代
交
代
は
、
新
立
別
家
と
既
存
別
家
で
は

異
な
る
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
た
。

ま
ず
、
新
立
別
家
の
場
合
、
杉
浦
大
黒
屋
奉
公
人
の
奉
公
開
始

年
令
は
一
一
、
二
才
頃
で
、
支
配
役
退
役
年
令
は
江
戸
後
期
の
場

合
四
〇
才
頃
、
幕
末
期
に
は
三
〇
才
前
半
に
早
ま
る
（
23
）
。
こ
の
二
〇

数
年
の
奉
公
期
間
を
経
た
後
退
役
し
て
別
家
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

支
配
役
の
平
均
在
職
期
間
は
江
戸
後
期
の
場
合
三
・
四
一
年
（
24
）

で
あ

る
か
ら
、
世
代
交
代
の
サ
イ
ク
ル
は
三
〜
四
年
に
一
人
の
割
合
で

杉
浦
大
黒
屋
各
店
か
ら
新
立
別
家
が
順
次
輩
出
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
経
営
幹
部
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
も
、
新
立
別
家
の
輩
出
は

規
則
的
、
か
つ
安
定
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
既
存
別
家
の
当
主
が
死
去
し
た
場
合
、
寸
断
な
く
相
続

が
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
で
、
大
部
分
が
当
主
の
没
後

は
妻
が
「
後
家
別
家
」
と
な
り
、
数
年
後
に
相
続
が
完
了
し
て
い

る
事
例
が
多
い
。
相
続
完
了
後
は
後
家
が
新
当
主
の
家
族
の
一
員

と
し
て
吸
収
さ
れ
、
表
中
の
「
後
家
別
家
」
の
数
か
ら
姿
を
消
す
。

【
表
４
】
で
、「
相
続
の
完
了
」
と
「
後
家
別
家
」
の
数
の
増
減
が

対
称
を
な
し
て
い
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

で
は
、
別
家
の
質
的
変
化
に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

２
、
別
家
機
能
の
質
的
変
化

別
家
は
、
商
家
と
し
て
の
杉
浦
大
黒
屋
の
維
持
・
発
展
、
そ
し

て
杉
浦
家
の
存
続
と
繁
栄
の
た
め
に
寄
与
・
貢
献
し
た
が
、
江
戸

後
期
に
は
と
り
わ
け
杉
浦
大
黒
屋
の
経
営
・
管
理
、
す
な
わ
ち
勤

番
（
経
営
幹
部
）
と
し
て
の
管
理
統
轄
能
力
や
別
家
組
織
内
に
お

け
る
指
導
力
・
統
率
力
に
高
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
一
因

と
し
て
は
、
当
該
時
期
に
杉
浦
大
黒
屋
当
主
の
病
弱
・
若
年
で
の

病
没
（
五
代
利
行
は
寛
政
四
年
三
八
才
没
、
六
代
利
義
は
文
政
二

年
二
九
才
没
、
七
代
利
為
は
天
保
一
二
年
四
〇
才
没
）
が
続
き
、

当
主
不
在
の
時
期
も
あ
り
、
そ
の
た
め
別
家
へ
の
依
存
度
が
従
来

に
も
増
し
て
高
ま
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

別
家
の
役
割
を
遂
行
す
る
能
力
を
別
家
機
能
と
言
い
換
え
る
と
、

別
家
と
し
て
の
熟
練
度
を
除
け
ば
最
も
質
の
高
い
別
家
機
能
を
も

っ
た
の
が
支
配
役
退
役
直
後
の
新
立
別
家
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う

に
、
気
鋭
の
新
立
別
家
は
ほ
ぼ
安
定
的
に
輩
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
経
験
を
積
ん
だ
老
練
な
別
家
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老
分
は
、
別
家
組
織
内
部
で
重
鎮
と
し
て
要
職
を
果
し
つ
つ
も
、

病
気
や
老
齢
化
な
ど
健
康
面
で
の
不
安
材
料
も
多
い
。
こ
れ
ら
老

分
の
別
家
機
能
は
、
別
家
当
主
が
死
去
し
た
場
合
は
「
後
家
別
家
」、

あ
る
い
は
「
代
替
り
」
に
よ
る
当
主
の
若
年
化
に
よ
っ
て
そ
の
機

能
は
急
激
に
低
下
す
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
家
業
の
失
敗
等
に
よ

る
退
転
（
家
が
衰
え
て
廃
れ
た
も
の
）、
他
家
相
続
等
に
よ
る
廃
家
、

相
続
人
が
お
ら
ず
家
系
が
絶
え
た
絶
家
、
不
測
の
事
態
、
さ
ら
に

家
法
違
反
や
絶
縁
（
25
）
に
よ
る
本
別
家
関
係
か
ら
の
一
時
的
離
脱
も
あ

り
、
商
家
の
根
幹
を
支
え
る
別
家
機
能
を
質
の
高
い
状
態
で
、
し

か
も
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
商
家
側
に
と
っ
て
極
め
て
重
要

な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
商
家
の
と
っ
た
対
処
方
法
を
、

別
家
の
相
続
を
通
し
て
考
察
す
る
。

３
、
別
家
の
相
続
に
つ
い
て

は
じ
め
に
別
家
の
存
続
状
況
か
ら
見
て
お
こ
う
。【
表
５
】
は
、

別
家
九
一
家
を
新
立
別
家
の
初
代
（
検
討
期
間
内
に
新
し
く
創
ら

れ
た
別
家
）
と
、
重
代
別
家
（
検
討
期
間
内
に
二
代
以
上
存
続
し

て
い
る
も
の
）
に
分
け
、
重
代
別
家
に
つ
い
て
は
そ
の
存
続
状
況

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

新
立
別
家
の
初
代
三
八
家
の
う
ち
、
一
〇
家
は
一
代
限
り
と
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
内
訳：

他
の
別
家
を
相
続
八
家
（
26
）
、
死
去
一

家
、「
勘
当
」
処
分
一

家
）。
重
代
別
家
の
中

に
も
検
討
期
間
内
に

絶
家
、
あ
る
い
は
動

向
不
明
の
も
の
が
八

家
あ
り
、
そ
れ
ら
は

天
明
二
年
以
前
に
別

家
と
な
っ
た
家
業
経

営
者
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
理
由
の
明

ら
か
な
四
家
は
、
病

気
や
老
齢
の
た
め
廃
業
し
、
名
蹟
相
続
人
の
な
い
も
の
（
二
家
）、

違
反
行
為
や
不
正
に
よ
る
処
分
（
二
家
）
と
な
っ
て
い
る
。
残
り

四
家
に
つ
い
て
は
、
営
業
状
態
や
家
内
の
様
子
を
窺
え
る
記
述
が

な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
非
存
続
の
別
家
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
確
認
で
き

た
範
囲
内
で
、
理
不
尽
に
本
別
家
関
係
が
解
消
さ
れ
た
事
例
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
逆
に
、
病
気
や
家
業
の
不
振
、
借
財
等
に
よ
る

経
済
状
態
の
悪
化
等
、
存
立
が
危
ぶ
ま
れ
る
別
家
の
散
見
で
き
る

中
、
む
し
ろ
別
家
の
存
続
率
は
高
い
と
い
え
る
。
で
は
、
別
家
の

存
続
・
非
存
続
を
わ
け
た
要
因
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、

項　　　　目 家数 ％
新立別家（初代に該当） 38 41.76
重代別家 53 58.24
内訳：２代存続していたもの （18） （19.78）

３代存続していたもの （14） （15.38）
４代存続していたもの （9） （9.90）
５代存続していたもの （4） （4.39）
その他 （8） （8.79）
合　　　　計 91 100.0

註①：掲出したものは、天明２年以降の「日記」の記述か
ら確認できたものに限った。

註②：「その他」は、検討期間内に絶家したとみられるも
の、および動向不明のもの等である。

表５　別家91家の存続状況（単位：家）
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別
家
機
能
を
質
の
高
い
状
態
で
維
持
・
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
対
処
策
が
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

《
相
続
人
》

ま
ず
、
第
一
が
相
続
人
の
選
定
で
あ
る
。
重
代
別
家
の
内
、
二

代
ま
で
存
続
し
て
い
る
も
の
は
一
八
家
、
三
代
ま
で
が
一
四
家
、

四
代
ま
で
が
九
家
、
五
代
ま
で
が
四
家
確
認
で
き
た
。
そ
れ
ら
の

相
続
人
は
、
二
代
存
続
の
も
の
（
一
八
家
×
一
世
代
分
）
一
八
人
、

三
代
存
続
の
も
の
（
一
四
家
×
二
世
代
分
）
二
八
人
、
四
代
存
続

の
も
の
（
九
家
×
三
世
代
分
）
二
七
人
、
五
代
存
続
の
も
の
（
四

家
×
四
世
代
分
）
一
六
人
で
、
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
延
べ
相
続

人
の
数
は
八
九
人
と
な
る
。
こ
の
八
九
人
を
、
前
代
と
の
関
係
か

ら
実
子
・
実
子
以
外
の
者
・
不
明
に
三
分
類
し
た
も
の
が
【
表
６
】

で
あ
る
。

実
子
・
実
子
以
外
・
不
明
の
各
相
続
人
数
を
、
延
べ
人
数
に
対

す
る
割
合
で
示
す
と
、
実
子
四
六
・
一
％
、
実
子
以
外
四
二
・

七
％
、
不
明
一
一
・
二
％
と
な
る
【
表
７
】。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

杉
浦
大
黒
屋
に
お
け
る
江
戸
後
期
の
別
家
年
令
は
四
〇
才
頃
で
あ

っ
た
か
ら
必
然
的
に
別
家
の
結
婚
年
令
は
高
く
、
実
子
の
な
い
も

の
（
含
、
夭
逝
）、
父
親
の
死
亡
時
に
実
子
が
幼
少
で
あ
る
場
合
も

少
な
く
な
い
。
そ
の
上
、
実
子
が
あ
っ
て
も
他
家
へ
養
子
に
出
し

た
事
例
や
、
相
続
人
と
し
て
不
適
格
と
し
た
事
例
（
27
）
も
見
ら
れ
、
実

子
の
有
無
は
相
続
が
順
調
に
行
な
わ
れ
る
決
め
手
と
は
な
っ
て
い

な
い
。

実
子
以
外
の
相
続
人
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、【
表
７
】
か
ら

判
る
よ
う
に
、
血
縁
に
よ
る
相
続
が
少
な
く
、
婿
養
子
も
確
認
で

き
た
の
は
二
例
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
杉
浦
大
黒
屋

の
奉
公
人
（
含
、
在
職
中
・
退
職
者
の
両
方
）
に
よ
る
相
続
は
、

「
入
夫
」
の
事
例
を
含
め
る
と
五
例
み
ら
れ
、
別
家
に
よ
る
他
家
の

相
続
も
九
例
確
認
で
き
た
。
こ
こ
か
ら
も
相
続
人
の
選
定
基
準
が

別
家
個
人
の
血
筋
で
は
な
く
、
別
家
と
し
て
相
応
し
い
人
物
（
28
）
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

本
稿
で
は
日
記
を
基
礎
史
料
と
し
て
使
用
し
て
お
り
、
ま
た
実

子
と
み
な
し
た
根
拠
や
相
続
時
期
の
見
方
（
29
）
も
他
の
商
家
の
報
告
と

は
異
な
る
た
め
、
単
純
な
比
較
は
避
け
た
方
が
穏
当
と
思
わ
れ
る

が
、
安
岡
重
明
氏
は
三
井
の
大
阪
別
家
に
関
す
る
研
究
（
30
）
で
、
実
子

に
よ
る
相
続
が
少
な
く
、
非
血
縁
に
よ
る
相
続
が
多
い
点
を
指
摘

し
て
お
ら
れ
、
こ
の
二
点
は
杉
浦
大
黒
屋
の
検
証
結
果
に
も
当
て

は
ま
る
。

《
別
家
の
家
産
》

別
家
機
能
の
質
的
な
高
さ
は
、
別
家
と
し
て
の
経
験
年
数
や
実



京都商人杉浦大黒屋の別家制度（１）

11

相続人と 2代目相続人と 3代目相続人と 4代目相続人と 5代目相続人と

前代の関係→ 前代の関係 前代の関係 前代の関係 前代の関係

重代別家の

相続の状況↓

２代存続の家 10 5 3 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

３代存続の家 5 7 2 3 8 3 ― ― ― ― ― ―

４代存続の家 6 3 0 3 6 0 8 1 0 ― ― ―

５代存続の家 2 2 0 2 1 1 1 3 0 1 2 1

小　計 23 17 5 8 15 4 9 4 0 1 2 1

註：「不明」は、相続人との関係及び、どのような形で相続したか不明のものである。

表６　重代別家の相続状況（単位：人）

不
　
　
明

実
子
以
外

実
　
　
子

不
　
　
明

実
子
以
外

実
　
　
子

不
　
　
明

実
子
以
外

実
　
　
子

不
　
　
明

実
子
以
外

実
　
　
子

前代との関係／区分
2代目 3代目 4代目 5代目

合　計
割　合

相続人 相続人 相続人 相続人 （％）
実　　　子 23 8 9 1 41 46.1

弟 1 0 0 0 1
甥 4 0 0 0 4
孫 1 0 1 0 2
婿養子 0 0 1 0 1
叔父（妻の実弟） 1 0 0 0 1
入夫 2 0 0 0 2
杉浦大黒屋の別家 2 5 1 1 9
杉浦大黒屋の奉公人 0 3 0 0 3
別家の手代 1 0 0 0 1
養子（関係は不明） 5 7 1 1 14
実子以外の者の小計 17 15 4 2 38 42.7
不　　　明 5 4 0 1 10 11.2
合　　　計 45 27 13 4 89 100%

註：「入夫」した２人の内訳は、杉浦大黒屋の元奉公人１人、奉公中１人である。
この数は、２段下の「杉浦大黒屋の奉公人」には含めていない。

表７　重代別家の相続人の分類（単位：人）

実
子
以
外
の
者
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務
処
理
能
力
等
に
加
え
て
、
商
家
内
部
や
別
家
組
織
の
内
部
に
お

け
る
発
言
力
や
指
導
力
に
よ
っ
て
も
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
別

家
の
力
量
を
問
う
前
に
求
め
ら
れ
た
の
が
、
家
業
経
営
者
に
あ
っ

て
は
正
直
正
路
の
商
い
に
よ
る
順
調
な
経
営
、
家
業
を
持
た
な
い

別
家
に
あ
っ
て
も
経
済
的
な
安
定
で
あ
っ
た
。
経
済
的
困
窮
、
あ

る
い
は
経
済
的
不
安
を
抱
え
た
状
況
で
は
、
組
織
を
動
か
す
説
得

力
も
指
導
力
も
望
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実

問
題
と
し
て
家
業
不
振
や
病
気
、
火
災
や
天
災
等
に
よ
り
経
済
状

況
の
悪
化
し
た
別
家
は
少
な
く
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
別
家
の
相

続
人
の
選
定
方
法
は
、
家
産
の
維
持
・
形
成
の
面
で
商
家
側
に
不

安
を
抱
か
せ
る
要
因
を
含
ん
で
い
た
。

ま
ず
、
相
続
人
が
実
子
以
外
や
血
縁
関
係
の
な
い
者
で
あ
る
場

合
、
財
産
は
被
相
続
人
と
は
無
縁
の
他
人
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
人
情
と
し
て
別
家
の
勤
労
意
欲
や
家
産
増
加
へ

の
意
気
込
み
は
低
下
し
、
借
財
や
危
険
な
取
引
に
対
す
る
警
戒
心

も
緩
み
が
ち
と
な
る
。
そ
の
上
、
商
家
側
に
と
っ
て
も
、
別
家
に

よ
る
不
正
や
不
祥
事
は
大
黒
屋
の
暖
簾
を
傷
付
け
た
し
、
借
財
は

店
側
が
肩
代
り
し
て
弁
済
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
た
め
大
黒
屋
の

資
産
を
損
な
う
原
因
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
別
家
に
日
頃
の
行
動

を
自
重
さ
せ
、
奉
公
や
家
業
に
精
励
し
て
家
産
の
維
持
・
増
加
に

努
め
る
よ
う
導
く
必
要
性
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
、
別
家
の
財
産

は
す
べ
て
「
本
家
か
ら
の
預
か
り
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を

も
た
せ
、
家
産
を
次
代
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
の
意
義
が
説
か
れ
る
こ

と
に
な
る
（
31
）
。
そ
れ
は
別
家
の
内
面
意
識
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、「
遺

書
（
32
）
」
と
い
う
形
で
明
確
化
さ
れ
た
。

「
遺
書
」
で
は
、
本
家
か
ら
の
「
預
か
り
も
の
」
で
あ
る
家
産

の
本
家
へ
の
返
納
が
約
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
別
家
の
没
後
、

商
家
側
の
意
に
叶
う
人
物
で
あ
れ
ば
遺
族
に
よ
る
相
続
が
願
わ
れ

て
お
り
（「
史
料
１
、
傍
線
部
①
」）、
本
別
家
間
に
交
わ
さ
れ
た
一

種
の
契
約
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
遺
言
状

の
作
成
は
、「
当
時
家
督
相
続
は
原
則
と
し
て
遺
言
状
相
続
で
あ
っ

た
（
33
）
」
こ
と
に
加
え
、
京
都
を
中
心
と
し
た
地
域
で
は
、
跡
式
争
論

を
回
避
す
る
た
め
に
「
死
後
譲
」
と
い
う
遺
産
相
続
の
一
形
態
が

慣
行
と
し
て
存
在
し
て
お
り
（
34
）
、
そ
れ
ら
の
点
で
も
「
遺
書
」
は
特

殊
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
残
し
て
お
く
意
味
も
あ
っ
た
。
そ

う
な
る
と
、
別
家
の
中
に
は
二
種
類
の
遺
言
状
を
持
つ
者
が
い
た

こ
と
に
な
る
が
、「
死
後
譲
」
の
内
容
は
変
更
が
可
能
で
あ
り
（
35
）
、

「
遺
書
」
の
文
面
か
ら
も
実
際
の
相
続
で
は
杉
浦
大
黒
屋
に
提
出
さ

れ
た
「
遺
書
」
に
実
効
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
（「
史
料
１
」
傍
線

部
②
）。

商
家
側
に
と
っ
て
「
遺
書
」
の
存
在
は
、
別
家
の
家
産
が
無
用

に
分
散
さ
れ
る
危
険
を
回
避
で
き
、
さ
ら
に
不
都
合
な
人
物
に
よ
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る
相
続
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
た
。
何
に
も
ま
し
て
、
別
家
の
家
産

も
家
族
の
行
く
末
も
商
家
側
の
掌
中
に
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、

別
家
や
そ
の
家
族
に
、
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
忠
実
に
遂
行
さ
せ
る

動
機
付
け
と
な
っ
た
。
そ
の
上
「
遺
書
」
は
、
別
家
や
そ
の
家
族

の
不
行
状
に
対
す
る
処
分
の
裁
量
権
を
商
家
側
に
与
え
る
内
容
に

も
な
っ
て
い
た
た
め
（「
史
料
１
」
傍
線
部
③
）、
大
黒
屋
の
信
用

や
経
営
の
支
障
と
な
る
者
の
排
除
を
容
易
に
し
た
。
こ
う
し
て
、

商
家
側
に
と
っ
て
望
ま
し
い
形
で
別
家
の
家
産
の
管
理
が
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

４
、
別
家
の
相
続
の
実
態

で
は
、
実
際
の
相
続
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
か
、
特
に

相
続
の
時
期
に
着
目
し
て
検
討
す
る
。

本
稿
で
い
う
相
続
の
時
期
と
は
、
被
相
続
人
の
引
退
や
死
亡
後
、

相
続
人
が
選
定
さ
れ
て
実
際
に
相
続
が
行
な
わ
れ
る
ま
で
の
期
間

を
指
し
て
い
る
。
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
の
場
合
、
相
続
の
早
い
も

の
は
忌
明
け
後
（
没
後
二
ヶ
月
程
あ
と
）、
遅
い
も
の
は
一
年
以
上

か
か
っ
て
お
り
、
一
時
相
続
が
中
断
し
た
も
の
を
加
え
る
と
三
〇

年
程
経
過
し
て
い
る
も
の
ま
で
見
ら
れ
る
。

相
続
の
早
い
遅
い
の
基
準
は
、
江
戸
時
代
の
遺
言
状
の
開
封
が

「
一
七
日
、
四
十
九
日
、
百
ヶ
日
等
の
忌
日
を
過
ぎ
て
か
ら
が
普
通

【
史
料
１
】

遺
書
之
事

一
　
私
死
後
ハ
所
持
之
物
不
残
御
本
家
え
御
引
取
可
被
下
候
、
右
之
意
味
は
私
身
上
之
根

元
皆
自
本
家
被
下
候
事
故
、
私
生
涯
自
本
家
受
預
居
候
心
に
罷
有
候

一
　
私
所
持
家
屋
敷
之
事

但
し
親
妻
子
え
私
死
後
之
譲
状
出
置
候
得
共
、
私
死
後
之
依
時
宜
名
前
御

改
可
被
下
候 ②

一
　
私
所
持
田
畑
之
事

一
　
私
所
持
家
財
金
銀
等
之
事

右
不
残
御
本
家
え
御
引
取
可
被
下
候

妻
子
共
私
死
蹟
相
続
可
仕
人
柄
に
も
御
座
候
ハ
ハ
可
然
様
御
申
渡
可
被
下
候 ①

、
不
行
跡
ニ

御
座
候
ハ
ハ
厳
敷
御
異
見
被
下
候
而
、
相
慎
候
様
ニ
被
成
可
被
下
候
。
若
我
侭
又
ハ
私
之

勝
手
を
申
、
本
家
之
御
差
図
を
不
相
用
候
ハ
ハ
此
遺
書
を
以
、
妻
義
ハ
離
縁
被
成
、
忰
と

も
義
は
御
勘
当
被
成
可
被
下
候 ③

。
最
初
ニ
書
付
候
意
味
故
何
分
名
跡
相
続
仕
候
義
、
本
意

に
御
座
候
、
右
之
段
家
内
は
不
申
及
親
類
縁
者
え
も
能
々
申
聞
置
候
間
違
乱
申
者
一
人
も

有
之
間
敷
候
。
死
期
難
量
故
遺
書
書
付
差
出
置
候
処
如
件

大
黒
屋兵

助
　
（
印
）

享
和
三
年
亥
九
月

大
黒
屋
　
三
郎
兵
衛
様

当
支
配
人
衆
中

註：

史
料
を
読
み
易
く
す
る
た
め
句
読
点
を
適
宜
加
え
、
助
詞
（
者→

は
、
江→

え
、
越

→

を
、
尓→

に
）
は
平
仮
名
に
改
め
た
。（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室

所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）
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で
あ
っ
た
（
36
）
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
一
応
の
目
安
と
し

て
、
没
後
半
年
以
内
に
相
続
が
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
を
相
続
の

早
い
も
の
、
そ
れ
以
上
の
年
月
を
経
て
相
続
が
完
了
し
て
い
る
も

の
を
相
続
が
遅
い
も
の
と
見
な
し
た
。
で
は
、
具
体
的
な
事
例
を

あ
げ
な
が
ら
み
て
い
こ
う
。

【
Ａ
、
相
続
の
早
い
も
の
】

相
続
が
早
い
も
の
は
、
相
続
人
の
確
保
・
家
産
の
相
続
が
順
調

で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
時
期
と
し
て
は
、
忌
明
け
が
終
っ

た
時
点
（
没
後
約
二
ヶ
月
後
程
度
）
で
相
続
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
に
は
家
業
経
営
者
が
多
い
点
か
ら
、
営
業
を
継
続
す
る
た

め
相
続
を
早
期
に
完
了
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ

の
傾
向
は
病
身
の
家
業
経
営
者
の
生
前
相
続
に
も
共
通
す
る
。
同

様
の
理
由
か
ら
、
家
業
を
営
む
家
は
相
続
人
の
選
定
開
始
時
期
自

体
が
他
の
別
家
よ
り
も
早
く
、
七
、
八
才
の
子
供
を
養
子
に
迎
え

て
本
家
で
修
業
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
自
家
の
手
代
を
養
子
に
迎
え

る
等
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
一
度
養
子
と
し
た

者
を
離
縁
し
て
別
の
養
子
を
迎
え
る
と
い
う
「
選
抜
」
ま
が
い
の

行
為
さ
え
見
ら
れ
る
が
、
離
縁
し
た
後
適
当
な
養
子
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ず
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
た
事
例
も
あ
り
、
家
業
経
営

者
に
と
っ
て
相
続
人
の
確
保
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

特
殊
な
事
例
と
し
て
は
、「
一
生
無
妻
妾
」
と
い
う
独
身
を
通
し

た
別
家
が
存
在
し
、
こ
の
場
合
も
、
没
後
二
ヶ
月
経
っ
た
時
点
で

他
の
別
家
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
て
い
る
。

【
Ｂ
、
相
続
の
遅
い
も
の
】

相
続
人
が
被
相
続
人
か
ら
継
承
す
る
も
の
に
は
、
家
名
・
屋

号
・
暖
簾
・
家
産
（
家
屋
敷
・
家
財
・
金
銭
）
等
と
、
負
債
・
遺

族
（
子
供
・
老
親
な
ど
）
の
扶
養
等
が
あ
る
。
前
者
を
「
正
」
の

財
、
後
者
を
「
負
」
の
財
と
す
る
と
、
相
続
を
遅
ら
せ
る
要
因
の

一
つ
が
、
こ
の
「
負
」
の
財
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
別
家

の
年
令
に
着
目
し
、
若
い
方
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

《
事
例
１
》
勤
番
在
職
中
五
〇
才
で
死
亡
し
た
四
郎
兵
衛
の
場
合
、

遺
族
は
妻
（
夫
の
没
時
三
二
才
）
と
娘
が
二
人
（
長
女
は
既
に
死

亡
）
で
、
三
女
（
当
時
二
才
）
は
四
郎
兵
衛
の
没
後
百
姓
の
家
へ

養
子
に
遣
ら
れ
、
次
女
は
当
時
五
才
で
あ
っ
た
が
二
年
後
に
死
亡

し
て
い
る
。

名
蹟
相
続
は
、
ま
ず
、
当
時
江
州
で
小
間
物
商
渡
世
を
し
て
い

た
大
黒
屋
江
戸
店
の
退
職
者
を
四
郎
兵
衛
の
実
兄
が
弟
分
と
し

（
養
子
ヵ
）、
そ
の
後
入
夫
さ
せ
た
。
入
夫
時
の
夫
の
年
令
三
七
才
、

妻
（
四
郎
兵
衛
の
後
家
）
三
四
才
、
相
続
完
了
ま
で
に
は
約
二
年
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か
か
っ
て
い
る
。

《
事
例
２
》
勤
番
在
職
中
五
一
才
で
死
亡
し
た
助
六
の
場
合
、
遺
族

は
妻
と
当
時
三
才
の
長
男
が
一
人
（
娘
二
人
は
既
に
死
亡
）。
妻
の

年
令
は
不
明
だ
が
、
助
六
の
年
令
か
ら
三
〇
代
前
半
と
推
察
す
る
。

こ
の
場
合
も
、
約
一
年
後
、
大
黒
屋
江
戸
店
の
奉
公
人
が
入
夫
し

て
名
蹟
が
相
続
さ
れ
た
。

こ
の
二
例
に
共
通
す
る
の
は
、
新
立
別
家
の
初
代
が
勤
番
在
職

中
に
死
亡
し
て
い
る
点
で
、
後
家
の
年
令
も
比
較
的
若
く
、
子
供

も
幼
い
。
入
夫
と
い
う
形
が
と
ら
れ
た
の
も
、
遺
族
の
扶
養
を
第

一
に
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
家
業
を
営
む
別
家
の
事
例

を
見
て
み
よ
う
。

《
事
例
３
》
市
兵
衛
の
父
市
兵
衛
（
法
名
、
自
徹
）
の
死
亡
年
令
は

不
明
だ
が
、
支
配
役
を
退
役
後
、
家
業
経
営
を
始
め
て
い
た
点
か

ら
み
て
五
〇
代
後
半
と
推
察
さ
れ
る
。
遺
族
は
妻
と
男
子
（
市
兵

衛
。
幼
名
は
不
明
）
が
一
人
。
妻
は
夫
市
兵
衛
（
法
名
、
自
徹
）

の
没
後
再
嫁
し
て
お
り
、
家
業
は
廃
業
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

史
料
（
37
）
に
よ
る
と
、
息
子
の
市
兵
衛
は
亡
父
の
遺
言
に
従
っ
て
八
〜

一
二
才
ま
で
は
大
黒
屋
江
戸
店
に
引
取
ら
れ
養
育
、
一
二
才
か
ら

京
店
で
奉
公
を
開
始
し
、
二
八
年
間
無
事
に
勤
め
上
げ
て
、
文
化

五
年
（
一
八
〇
八
）
七
月
京
店
支
配
役
を
退
役
、
別
家
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
父
市
兵
衛
（
自
徹
）
の
名
蹟
を
相
続
（
再
興

ヵ
）
し
た
の
は
実
子
市
兵
衛
で
あ
る
が
、
別
家
と
な
る
ま
で
の
奉

公
期
間
約
三
〇
年
が
そ
の
ま
ま
相
続
の
中
断
期
間
と
な
っ
た
。
ま

た
、
亡
父
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
営
業
資
金
と
し
て
杉
浦

大
黒
屋
よ
り
二
〇
〇
両
の
借
金
を
し
二
〇
年
賦
で
返
済
す
る
約
束

を
し
て
い
る
が
（
38
）、
死
亡
時
に
は
負
債
と
し
て
残
っ
て
い
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
家
業
と
負
債
の
問
題
、
後
家
の

再
嫁
、
遺
児
の
行
く
末
等
が
考
慮
さ
れ
て
、
事
例
１
・
２
と
は
異

な
る
対
応
が
と
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

《
事
例
４
》
別
家
で
あ
っ
た
父
親
の
没
時
に
は
す
で
に
成
人
し
て
い

た
と
見
ら
れ
る
宇
右
衛
門
は
、
大
黒
屋
京
店
で
奉
公
し
、
の
ち
に

「
首
尾
能
暇
」
と
な
り
別
家
の
列
に
加
え
ら
れ
た
。
母
親
で
あ
る

「
後
家
」
も
入
夫
や
再
嫁
す
る
ほ
ど
若
く
は
な
い
が
十
分
働
け
る
の

で
、
息
子
の
宇
右
衛
門
が
別
家
す
る
ま
で
は
他
の
商
家
で
奉
公
し

て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
父
親
の
没
後
、
息
子
が
名
蹟
相
続
す
る

ま
で
に
は
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
。

以
上
の
事
例
か
ら
、
相
続
は
遺
族
の
年
令
、
家
内
や
経
済
の
状

況
等
を
考
慮
し
、
個
々
の
実
情
に
即
し
た
対
応
が
と
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

次
に
、
名
蹟
断
絶
や
相
続
中
断
の
事
例
が
多
い
高
齢
の
別
家
の
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場
合
を
検
討
す
る
。

【
Ｃ
、
高
齢
の
別
家
の
場
合
】

《
名
蹟
断
絶
》

別
家
が
高
齢
で
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
名
蹟
相
続
人
も
な
く
断

絶
し
て
い
る
家
が
多
い
。
別
家
が
「
名
蹟
断
絶
」
と
さ
れ
る
時
期

は
、
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
の
事
例
で
は
、
実
子
も
相
続
人
も
い
な

い
夫
婦
の
場
合
、
別
家
で
あ
る
夫
の
没
時
で
は
な
く
、
後
家
が
死

亡
し
た
時
点
で
あ
る
。

《
事
例
５
》
江
戸
別
家
庄
右
衛
門
は
家
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
廃
業

し
て
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
死
去
。
夫
の
没
後
、
後
家
の
以

さ
（
法
名
、
貞
林
）
は
店
か
ら
の
扶
持
で
生
活
。
養
子
候
補
の
江

戸
店
奉
公
人
も
病
身
と
い
う
理
由
で
不
縁
と
な
り
、
名
蹟
相
続
人

の
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
、
貞
林
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
八
六

才
で
亡
く
な
っ
た
。

《
名
蹟
断
絶
、
の
ち
再
興
》

《
事
例
６
》
父
の
忠
兵
衛
（
初
代
ヵ
）
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）

に
没
し
、
忰
忠
兵
衛
は
母
親
そ
の
を
扶
養
す
る
た
め
大
黒
屋
の
奉

公
を
辞
し
て
家
業
を
始
め
る
。
し
か
し
、
勘
定
書
の
偽
造
や
多
額

の
借
財
に
因
り
本
家
か
ら
処
分
を
受
け
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）

と
同
八
年
（
一
七
七
九
）
に
は
、
自
ら
の
行
状
を
詫
び
る
証
文
（
39
）
を

提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。
後
家
そ
の

に
は
店
か
ら
一
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）

八
一
才
で
没
し
た
際
に
は
、「
忠
兵
衛
名
蹟
相
続
之
人
断
絶
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

忠
兵
衛
の
名
蹟
が
再
興
さ
れ
た
明
確
な
時
期
は
未
詳
で
あ
る
が
、

名
蹟
相
続
人
の
妻
が
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
に
本
家
の
店
主

に
目
見
得
し
て
お
り
、
そ
の
頃
と
仮
定
す
る
と
、
後
家
そ
の
の
没

後
約
二
〇
年
、
前
代
忠
兵
衛
の
没
後
か
ら
は
五
〇
年
以
上
経
過
し

て
い
る
。

《
本
家
別
家
関
係
の
解
消
》

《
事
例
７
》
元
祖
安
兵
衛
（
法
名
了
性
）
は
、
京
・
江
戸
両
方
の
支

配
役
を
勤
め
、「
生
涯
実
義
之
人
」
と
評
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

し
か
し
忰
が
没
し
た
後
、
家
運
は
衰
え
「
身
上
難
相
立
家
内
不
残

離
散
（
40
）
」
と
い
う
状
態
に
陥
る
が
、
元
祖
安
兵
衛
の
功
労
に
因
る
も

の
か
甥
を
二
代
目
に
迎
え
て
名
蹟
相
続
が
な
さ
れ
た
。
三
代
目
も

養
子
で
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
多
額
の
他
借
の
た
め
に
自
ら

の
死
去
前
に
は
店
へ
立
入
差
留
の
処
分
を
受
け
、
三
代
目
の
後
家

お
雪
も
、
夫
の
死
後
密
通
し
家
財
を
持
出
す
「
不
埒
」
か
ら
「
三

代
目
安
兵
衛
家
、
并
、
お
ゆ
き
身
分
は
店
へ
無
縁
」
と
さ
れ
る
。
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よ
っ
て
、「
了
栄
（
二
代
目
安
兵
衛
の
法
名：

天
明
八
年
（
一
七
八

八
）
七
二
才
没
）
後
家
い
よ
限
に
後
々
相
続
之
人
も
心
当
無
之
残

念
也
」
と
さ
れ
、
安
兵
衛
の
名
蹟
は
途
絶
え
た
。「
律
儀
成
る
人
」

で
あ
っ
た
二
代
目
の
後
家
い
よ
に
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）

七
六
才
で
没
す
る
ま
で
「
一
人
扶
持
」
が
与
え
ら
れ
た
う
え
、
元

祖
安
兵
衛
が
「
格
別
勤
功
」
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
他
に
も
手
当

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

高
齢
の
別
家
に
関
し
て
は
、
負
の
財
と
し
て
相
続
人
が
直
面
し

た
老
親
扶
養
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
み
た
い
。

江
戸
時
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
老
人
扶
養
の
基
本
は
家

で
あ
り
、
家
業
や
家
産
の
相
続
は
そ
の
家
の
家
族
の
扶
養
を
も
意

味
し
た
。
こ
れ
は
別
家
の
相
続
に
お
い
て
も
、
被
相
続
人
で
あ
る

老
親
の
扶
養
は
同
居
・
別
居
に
関
わ
ら
ず
回
避
で
き
な
い
問
題
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
事
例
５
・
６
・
７
の
場
合
、
別
家
当
主
の

死
亡
年
令
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
家
の
死
亡
年
令
か
ら
み
て
六
〇

才
前
後
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
時
点
で
す
で
に
病
気
や
高
齢
者
と

し
て
の
生
活
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
こ
の
三
例
の
後

家
は
、
夫
の
没
後
二
〇
年
近
く
生
存
し
て
い
る
。

血
縁
関
係
に
拠
ら
な
い
別
家
の
相
続
が
増
え
る
中
で
、
血
縁
も

姻
戚
関
係
も
な
い
相
続
人
が
、
年
老
い
た
後
家
の
存
在
を
相
続
の

支
障
と
見
な
し
忌
避
し
て
も
止
む
を
得
な
い
面
が
あ
る
。
却
っ
て
、

名
蹟
存
続
を
重
視
す
る
あ
ま
り
無
理
な
相
続
を
行
な
え
ば
、
相
続

人
の
負
担
は
重
く
、
別
家
と
し
て
の
役
割
の
遂
行
さ
え
困
難
な
状

態
に
陥
る
危
険
性
も
出
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
の
商
家
側

の
対
処
方
法
と
し
て
は
、
後
家
の
死
去
＝
一
代
の
終
了
を
一
つ
の

区
切
り
と
し
て
、
相
続
の
環
境
を
整
え
た
後
、
再
興
さ
せ
る
と
い

う
選
択
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
儒
教
道
徳
が
庶

民
層
に
も
浸
透
し
て
い
た
当
時
（
41
）
、
血
縁
関
係
に
拠
ら
な
い
相
続
は
、

こ
う
し
た
折
合
い
を
つ
け
な
が
ら
相
続
時
期
の
「
調
整
」
が
行
な

わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
別
家
の

非
存
続
（
名
蹟
断
絶
）
の
判
断
は
、
別
家
組
織
全
体
の
健
全
な
運

営
、
別
家
機
能
の
質
の
維
持
と
い
う
目
的
に
合
致
す
る
。

さ
て
、
相
続
人
の
い
な
い
高
齢
の
別
家
夫
婦
や
年
老
い
た
後
家

の
家
計
を
支
え
た
の
は
、
本
店
に
預
け
置
か
れ
た
「
店
預
り
金
」

と
か
「
積
金
」
と
い
う
名
の
お
金
（
42
）
で
、
そ
れ
ら
が
利
息
や
扶
持
と

い
う
形
で
給
付
さ
れ
た
。
こ
の
他
に
も
助
力
や
合
力
と
い
う
名
目

で
一
時
的
な
経
済
的
援
助
が
行
な
わ
れ
た
が
、
高
齢
の
別
家
に
と

っ
て
老
後
の
不
安
は
、
経
済
面
だ
け
に
留
ま
ら
ず
日
常
の
生
活
に

も
及
ぶ
。

事
例
６
の
後
家
は
、
京
店
近
く
の
裏
借
家
に
住
む
親
類
の
男
に
、

店
側
か
ら
同
居
が
申
し
付
け
ら
れ
（
死
因
は
病
死
）、
ま
た
事
例
７
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の
後
家
も
、
親
類
方
へ
「
同
居
之
世
話
申
渡
す
」
と
あ
り
、
こ
ち

ら
も
「
長
々
中
性
」（
＝
中
風
）
を
患
っ
た
後
死
亡
し
て
い
る
。
後

家
に
対
す
る
親
類
縁
者
の
懇
切
な
処
遇
も
、
大
黒
屋
と
い
う
強
力

な
後
ろ
盾
や
金
銭
面
で
の
後
援
が
な
け
れ
ば
果
さ
れ
た
か
ど
う
か

疑
問
で
あ
る
。
別
家
の
病
気
・
高
齢
・
単
身
（
独
身
）
な
ど
困
難

な
状
況
を
保
証
し
た
別
家
制
度
は
、
ま
さ
に
「
老
後
を
保
証
さ
れ

る
資
格
（
43
）
」
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
た
。

【
小
括
】

別
家
機
能
を
で
き
る
だ
け
質
の
高
い
状
態
で
安
定
的
に
維
持
す

る
た
め
、
相
続
人
の
選
定
に
お
い
て
は
個
人
の
能
力
や
資
質
を
重

視
し
、
家
産
の
管
理
に
つ
い
て
は
合
理
的
に
効
率
の
良
い
方
法
が

工
夫
さ
れ
た
。

ま
た
、
江
戸
後
期
に
は
、
別
家
に
杉
浦
大
黒
屋
の
経
営
を
委
任

す
る
度
合
が
高
ま
り
、
そ
の
た
め
各
別
家
の
相
続
に
お
い
て
も
、

実
質
的
な
別
家
機
能
の
有
無
や
、
さ
ら
に
別
家
組
織
全
体
の
質
的

維
持
や
円
滑
な
運
営
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
相
続
の
時
期
や
存

続
・
非
存
続
の
判
断
が
な
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
に
つ
い
て
、
今
回
の
検
証
で
わ
か
っ

た
点
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

１
、
杉
浦
大
黒
屋
で
は
、
初
代
道
照
の
頃
か
ら
別
家
が
お
か
れ
、

二
代
道
有
の
頃
、
す
な
わ
ち
一
七
〇
〇
年
代
初
め
頃
に
輩
出

が
進
ん
だ
と
見
ら
れ
る
。
初
期
の
別
家
に
は
大
黒
屋
又
兵
衛

の
よ
う
に
商
人
と
し
て
名
を
な
し
た
者
も
み
ら
れ
る
が
、
江

戸
後
期
（
天
明
〜
慶
応
期
）
に
別
家
と
な
っ
た
者
に
そ
の
種

の
別
家
は
見
ら
れ
な
い
（
＊
零
細
業
者
や
経
営
に
失
敗
し
て

廃
業
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
別
稿
で
検
証
す

る
）。

２
、
江
戸
後
期
に
別
家
と
な
っ
た
者
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
杉
浦

大
黒
屋
各
店
の
支
配
役
退
役
者
で
、
別
家
後
は
勤
番
と
し
て

各
店
舗
に
配
属
さ
れ
た
。
こ
れ
は
江
戸
後
期
の
別
家
輩
出
の

主
目
的
が
経
営
幹
部
の
確
保
に
お
か
れ
た
事
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

３
、
別
家
に
対
す
る
経
営
委
任
の
度
合
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
別
家

機
能
の
量
的
安
定
と
質
的
維
持
が
課
題
と
さ
れ
た
。
こ
の
う

ち
量
的
な
部
分
は
、
定
期
的
な
支
配
役
退
役
者
と
既
存
別
家

の
相
続
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
、
質
的
な
部
分
は
、
能
力
や
資

質
を
重
視
し
た
相
続
人
の
選
定
・
商
家
側
に
よ
る
別
家
家
産

の
管
理
（
本
家
へ
の
家
産
の
返
納
）
に
よ
り
、
合
理
的
か
つ

効
率
よ
く
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
別
家
の
相
続
に
関
し
て
は
、
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個
々
の
別
家
の
実
情
を
考
慮
す
る
の
み
な
ら
ず
、
別
家
組
織

全
体
の
質
的
維
持
と
発
展
が
企
図
さ
れ
て
お
り
、
杉
浦
大
黒

屋
の
別
家
制
度
が
組
織
的
に
も
か
な
り
整
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
た
。

（
続
く
）

（
１
）
藤
田
彰
典
「
京
都
商
人
大
黒
屋
杉
浦
家
の
出
自
と
系
譜
」『
京
都
文
化
短
期
大

学
紀
要
』
第
９
号
、
一
九
八
八
年
。
七
五
頁
。
ま
た
、
杉
浦
大
黒
屋
八
代
杉

浦
三
郎
兵
衛
（
利
用

ト
シ
ツ
ネ

）
は
、「
日
記
」
の
中
で
、
商
売
を
始
め
た
時
期
を
明

暦
頃
（
一
六
五
五
〜
五
七
）
と
記
し
て
い
る
。

（
２
）『
杉
浦
家
歴
代
日
記
』
の
江
戸
期
の
記
述
部
分
は
、
天
明
二
年
四
月
〜
慶
応
三

年
一
月
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
の
期
間
の
日
記
が
全
て
完
全
に
残
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
欠
落
部
分
も
か
な
り
あ
る
。

（
３
）
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」。

京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」。

同
志
社
大
学
経
済
学
部
所
蔵
「
杉
浦
三
郎
兵
衛
著
「
日
記
」」。

同
志
社
大
学
経
済
学
部
所
蔵
「
京
都
商
家
文
書
」。

（
４
）
杉
浦
姓
は
、
清
兵
衛
が
杉
浦
美
喜
と
結
婚
後
改
姓
し
た
も
の
で
、
大
黒
屋
の

当
主
が
杉
浦
三
郎
兵
衛
を
名
乗
る
の
は
二
代
目
の
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
次
（
法

名
道
有
）
か
ら
で
あ
る
。

（
５
）「
日
記
」
の
文
化
三
年
八
月
一
一
日
の
条
に
は
、「
当
家
の
は
し
め
道
照
様
よ

り
今
ま
て
凡
六
代
な
り
。
其
始
よ
り
当
時
ま
て
に
別
家
し
た
る
人
々
何
人
も

有
へ
し
。
当
時
目
前
惣
別
家
の
中
に
代
々
相
続
し
て
子
孫
か
は
ら
ぬ
ハ
霜
降

又
兵
衛
、
其
余
ハ
名
蹟
見
事
に
ハ
な
き
な
り
（
下
略
）」
と
あ
る
。
文
化
三

年
は
六
代
利
義
の
代
に
当
る
が
、
こ
れ
を
記
し
た
の
は
四
代
利
喬
（
法
名
、

宗
仲
）
で
あ
る
。

（
６
）
樋
口
知
子
「
関
東
呉
服
商
人
名
前
―
杉
浦
氏
「
東
武
店
万
用
集
」
を
中
心
に

―
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
三
三
号
。
一
九
九
九
年
一
二
月
。
二
八
〇
頁
。

（
７
）「
私
家
元
祖
道
和
（
初
代
坂
江
吉
右
衛
門
を
指
す
。
註
、
植
田
）
ハ
其
御
家
道

有
様
之
甥
に
て
、
前
御
店
手
代
ニ
被
召
遣
、
成
長
之
上
、
分
家
被
仰
付
身
上

御
取
立
被
下
候
事
故
、（
後
略
）」（「
一
札
之
事
」
包
紙
の
〔
表
〕

坂
江
吉

右
衛
門
身
持
放
埒
故
異
見
申
示
以
後
慎
之
一
札
　
吉
右
衛
門
　
并
　
別
家

并
　
支
配
人
連
印
親
類
衆
奥
書
在
之
　
〔
裏
〕
文
化
五
年
戊
辰
四
月
廿
五
日

宗
仲
書
改
之
。
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文

書
」）
と
あ
る
よ
う
に
、
坂
江
吉
右
衛
門
は
、
杉
浦
大
黒
屋
へ
奉
公
の
の
ち

「
分
家
」
に
取
立
て
ら
れ
た
。
別
家
で
は
な
く
分
家
と
さ
れ
た
の
は
、
吉
右

衛
門
が
杉
浦
家
二
代
当
主
道
有
の
甥
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
る
と
見
ら
れ
る
。

坂
江
吉
右
衛
門
が
江
戸
に
店
を
開
い
た
時
期
は
、「
宝
永
期
（
一
七
〇
四
〜

一
一
年
）
以
降
」（
高
島
町
役
場
発
行
『
高
島
町
史
』
一
九
八
三
年
。
五
五

一
頁
）
と
さ
れ
る
。

（
８
）
杉
浦
大
黒
屋
で
は
、
丁
稚
・
手
代
な
ど
店
で
業
務
に
携
わ
っ
た
奉
公
人
を

「
店
表
」、
こ
れ
に
対
し
て
商
品
の
荷
作
り
や
運
搬
・
台
所
仕
事
（
※
台
所
担

当
の
者
を
「
下
男
」
と
呼
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
）
に
携
わ
る
裏
男
と
、
杉

浦
家
家
内
で
働
く
下
女
や
乳
母
ら
（
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
裏
女
」
と
呼
ん

で
い
る
場
合
も
あ
る
）
を
「
裏
店
」
と
か
「
裏
」
な
ど
、
職
域
に
よ
っ
て
奉

公
人
を
分
け
て
呼
ん
で
い
た
。

（
９
）
こ
の
種
の
別
家
は
他
の
商
家
に
も
見
ら
れ
た
が
、「
下
男
の
別
家
も
、
ご
く
ま

れ
に
は
あ
っ
て
も
〈
台
所
別
家
〉
と
か
〈
裏
別
家
〉
と
か
い
っ
て
差
別
さ
れ

る
」（
中
野
卓
『
商
家
同
族
団
の
研
究
』
一
九
六
四
年
、
未
来
社
。
七
〇
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
地
位
は
低
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
10
）
支
配
役
退
役
時
の
「
退
役
登
」
の
祝
儀
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
幕
末
期
の
杉
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浦
大
黒
屋
―
江
戸
後
期
と
の
比
較
検
討
―
」『
同
志
社
商
学
』
第
五
六
巻
第

五
・
六
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
。
七
五
三
〜
七
五
一
頁
参
照
。

（
11
）
江
戸
裏
店
伊
助
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、
伊
助
は
杉
浦
大
黒
屋
江
戸
店
で
一
四

年
間
奉
公
し
た
後
、
慶
応
元
年
に
「
盆
際
退
役
」
が
申
付
け
ら
れ
た
（
慶
応

元
年
八
月
一
〇
日
の
条
）。「
退
役
登
」
に
相
当
す
る
上
京
の
旅
は
、
八
月
一

七
日
に
江
戸
を
出
立
、
木
曽
路
か
ら
善
光
寺
を
参
詣
し
て
岐
阜
廻
り
で
九
月

五
日
の
夕
刻
京
店
に
到
着
。
土
産
と
し
て
養
老
酒
一
瓶
と
走
井
餅
一
包
が
も

た
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
九
月
六
日
に
は
退
役
祝
い
と
し
て
鱧
一
尾
が
店
主

に
、
鯖
一
尾
が
店
へ
、
ま
た
女
中
に
金
百
疋
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
は
、「
右
者
先
例
と
相
違
有
之
候
へ
共
、
江
戸
出
立
火
急
ニ
相
成
、
難
行

届
、
依
而
如
此
」
と
あ
り
、
先
例
通
り
の
祝
儀
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
九
月
七
日
か
ら
は
大
坂
見
物
に
も
出
掛
け
て
い
る
。
慶
応
二
年
四
月

一
一
日
の
条
に
は
、「
江
戸
裏
店
別
家
越
前
伊
助
、
上
京
」
と
あ
り
裏
別
家

と
な
っ
た
こ
と
が
判
る
。

（
12
）
居
住
地
に
関
す
る
取
決
め
は
、「
家
内
之
定
」
の
附
録
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」（
整
理
番
号

４
３
９
）
の
当
該
部
分
に
は
、「
江
戸
支
配
人
別
宅
持
候
義
は
京
又
ハ
在
所

右
両
所
の
中
勝
手
た
る
へ
き
事
（
下
略
）」
と
あ
り
、
別
史
料
（
岡
光
夫

「
京
都
商
人
杉
浦
家
の
家
則
」（
同
志
社
大
学
経
済
学
部
）『
経
済
学
論
集
』

第
一
六
巻
第
二
号
、
一
九
六
七
年
。
八
二
頁
）
の
当
該
部
分
で
は
、
は
じ
め

の
部
分
が
「
京
店
支
配
人
別
宅
持
候
義
は
（
以
下
同
じ
）」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
当
該
文
書
の
差
出
し
先
（
江
戸
店
と
京
店
）
の
違
い
に
因
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
江
戸
表
に
於
て
仲
間
用
相
勤
る
者
事
多
に
付
て
別
家

勤
番
の
人
、
江
戸
住
に
致
為
勤
へ
き
か
と
被
相
尋
候
故
、
條
目
に
江
戸
勤
之

別
家
、
江
戸
住
を
停
止
し
京
在
所
に
て
住
居
渡
世
可
致
条
、
自
前
々
定
之
事

（
下
略
）」（「
日
記
」
文
化
二
年
六
月
三
日
の
条
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
時

許
可
さ
れ
て
い
た
別
家
の
江
戸
居
住
が
禁
止
さ
れ
、
江
戸
別
家
の
減
少
に
伴

っ
て
、
京
・
江
州
以
外
の
地
域
に
居
住
す
る
別
家
が
一
括
さ
れ
て
遠
国
別
家

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
13
）
拙
稿
（
前
掲
、
註
10
）
七
四
〇
頁
の
第
５
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）
五
例
は
、
武
右
衛
門
（
理
由：

弟
〔
神
職
ヵ
〕）
が
家
名
を
継
承
）、
儀
七

（
理
由：

京
店
支
配
役
在
職
中
に
死
亡
）、
宗
兵
衛
（
理
由：

京
店
支
配
加
役

を
退
職
し
、
杉
浦
家
当
主
の
弟
分
と
し
て
杉
浦
家
の
親
戚
飯
田
家
に
養
子
入

家
。
そ
の
後
離
縁
）、
平
兵
衛
（
理
由：

他
家
の
名
跡
相
続
ヵ
）、
吉
次
郎

（
理
由：

特
別
の
勤
功
。
＊
石
田
家
の
関
係
者
、
補
注
参
照
）。
な
お
、
こ
の

五
名
以
外
に
、
弘
化
四
年
の
史
料
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文

書
」
整
理
番
号
18
）
に
は
、「
順
別
家
」
と
し
て
重
右
衛
門
（
現
時
点
で
人

物
を
特
定
で
き
ず
）
と
又
七
（
大
黒
屋
又
兵
衛
の
弟
ヵ
）
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
が
、
両
名
と
も
「
順
別
（
マ
マ
）

家
」
と
さ
れ
た
理
由
は
未
詳
で
あ
る
た
め
、
検

討
対
象
に
も
含
め
て
い
な
い
。

＊
補
注：

石
田
家
と
は
石
田
梅
岩
の
実
家
を
指
す
。
杉
浦
家
は
四
代
三
郎
兵
衛
利
喬

（
法
名
宗
仲
）
が
富
岡
以
直
を
師
と
し
て
石
門
心
学
を
学
び
、
杉
浦
大
黒
屋

の
家
則
に
は
石
門
心
学
が
教
え
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
宗
仲
以
降
、

杉
浦
家
の
当
主
は
心
学
を
熱
心
に
学
び
、
同
時
に
石
田
家
と
も
長
年
親
交
を

結
ん
で
い
る
。
石
田
吉
次
郎
の
別
家
待
遇
も
、
そ
う
し
た
杉
浦
家
と
の
関
わ

り
の
中
で
生
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
15
）
別
家
数
は
、
一
家
名
を
一
家
と
数
え
、
同
一
家
名
で
二
代
三
代
と
続
く
家
も

一
家
と
数
え
た
。
ま
た
九
一
家
以
外
に
、
杉
浦
家
の
別
家
で
あ
る
か
ど
う
か

の
判
断
の
付
か
な
い
も
の
が
少
な
く
と
も
八
家
存
在
し
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
本
稿
で
の
分
析
に
は
加
え
て
い
な
い

（
16
）「
道
照
様
百
年
忌
寛
政
九
年
正
当
及
十
年
候
、
御
在
世
家
業
御
と
り
立
後
ハ
百

五
十
年
も
過
き
ゆ
く
。
其
年
の
過
る
内
に
今
現
に
残
る
家
ハ
本
店
と
又
兵
衛

と
二
軒
、
其
余
ハ
大
方
に
家
断
絶
す
る
を
ミ
て
、
人
々
子
孫
の
な
り
ゆ
く
末

ハ
た
し
か
也
と
お
も
ふ
か
、
又
ハ
あ
や
ふ
し
と
お
も
ふ
か
、
是
を
明
に
知
る

（
傍
線
、
植
田
）

（
傍
線
、
植
田
）

（
傍
線
、
植
田
）
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を
賢
き
人
と
ハ
申
へ
し
。
う
か
う
か
と
し
て
ハ
い
ら
れ
ぬ
と
存
る
也
」（
文

化
三
年
八
月
一
一
日
の
条
）

（
17
）
該
当
者
の
宇
右
衛
門
が
「
首
尾
能
暇
」
と
な
っ
た
時
点
で
の
職
掌
は
京
店
の

仕
入
役
で
あ
る
。
彼
は
父
親
で
あ
る
大
黒
屋
宇
右
衛
門
（
故
人
）
の
相
続
人

で
も
あ
る
が
、「
日
記
」
の
前
付
に
は
、「
未
霜
月
　
宇
右
衛
門
再
別
家
之
事
」

（
寛
政
一
一
年
　
第
一
一
冊
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
再
別
家
」
が
ど

の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
。

（
18
）「
准
別
家
」
は
、
設
立
経
緯
の
ほ
ぼ
明
ら
か
な
五
家
と
、
経
緯
未
詳
の
二
家
の

計
七
家
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
註
14
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
19
）
こ
の
う
ち
の
二
家
（
半
右
衛
門
の
父
祐
鉄
／
安
兵
衛
家
の
「
元
祖
」
了
性
）

は
、
支
配
役
退
役
者
で
あ
る
が
、
支
配
役
と
し
て
の
在
職
時
期
が
明
ら
か
で

は
な
く
、「
日
記
」
に
よ
る
確
認
も
と
れ
な
い
た
め
「
経
緯
不
詳
」
に
含
め

た
。

（
20
）
こ
こ
で
い
う
「
養
子
」
は
、
退
役
後
の
身
の
振
り
方
と
し
て
杉
浦
大
黒
屋
以

外
の
商
家
へ
養
子
入
家
し
た
者
を
指
す
。
杉
浦
大
黒
屋
の
新
立
別
家
に
は
、

後
日
大
黒
屋
の
既
存
別
家
の
家
督
を
相
続
し
て
い
る
者
が
い
る
が
、
そ
う
し

た
事
例
は
こ
こ
に
は
含
め
て
い
な
い
。

（
21
）
遠
国
別
家
に
つ
い
て
は
、
別
家
後
の
居
住
地
の
指
示
（
註
12
参
照
）
に
よ
る

も
の
か
、
天
明
期
以
降
は
そ
の
数
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
り
、【
表
３
】
で

利
用
し
た
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
別
史
料

に
よ
り
確
認
で
き
た
も
の
を
【
表
３
の
補
足
資
料
】
と
し
て
示
し
た
。
な
お
、

幕
末
の
弘
化
期
に
江
戸
別
家
と
な
っ
た
四
名
の
内
、
二
名
は
武
州
出
身
者
。

ま
た
、
同
じ
四
名
の
内
三
名
は
、
大
黒
屋
以
外
の
屋
号
を
持
つ
（
内
、
一
名

は
養
子
入
家
に
よ
る
も
の
）。

（
22
）
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
〜
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）、
安
政
三
年
（
一
八

五
六
）、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
〜
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
「
日
記
」

は
欠
落
し
て
い
る
。

（
23
）
前
掲
、
註
10
。

（
24
）
拙
稿
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
京
店
の
店
員
組
織
・
職
制
・
昇
進
」『
社
会
科

学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
七
二
号
、
二
〇
〇
四
年
二
月
。

一
〇
頁
。

（
25
）「
絶
縁
」
と
は
、
家
法
違
反
や
本
家
に
対
す
る
非
礼
等
が
あ
っ
た
際
、
本
家
・

大
黒
屋
各
店
は
も
ち
ろ
ん
、
杉
浦
家
の
親
戚
・
別
家
衆
・
出
入
衆
な
ど
と
の

一
切
の
交
際
が
絶
た
れ
た
も
の
で
、「
用
捨
」
ま
で
に
は
数
年
か
か
っ
た
。

（
26
）
他
の
別
家
の
名
蹟
を
相
続
し
て
廃
家
し
た
者
の
中
に
は
、
後
日
、
自
家
の
名

蹟
を
再
興
し
て
い
る
事
例
（
十
郎
兵
衛
）
も
見
ら
れ
る
。
逆
に
、
他
別
家
の

名
蹟
を
相
続
後
、
別
家
名
を
相
続
人
の
名
に
「
名
前
替
え
」
し
た
事
例
（
市

郎
兵
衛
）
も
見
ら
れ
た
。

（
27
）
そ
の
主
な
理
由
は
、「
乱
心
」「
不
行
跡
」「
病
身
」「
生
得
無
器
量
」
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。

（
28
）
相
続
人
に
は
、
性
格
の
善
し
悪
し
、
商
人
と
し
て
の
資
質
や
適
性
（
正
直
・

誠
実
・
質
素
倹
約
・
辛
抱
強
く
几
帳
面
・
規
律
の
遵
守
・
信
用
重
視
な
ど
）、

そ
し
て
健
康
が
重
視
さ
れ
た
。

（
29
）「
日
記
」
の
中
で
忰
・
息
子
・
嫡
子
・
長
男
・
次
男
等
と
記
さ
れ
て
い
た
者
を

「
実
子
」
と
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
幼
少
時
に
養
子
と
し
た
者
を
忰
・
息
子

な
ど
と
呼
ん
で
い
る
場
合
も
あ
り
、
養
子
と
確
認
で
き
た
者
は
「
実
子
以
外
」

に
分
類
し
た
。
し
か
し
、
完
全
に
把
握
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
相

続
時
期
に
関
し
て
は
、
相
続
が
一
時
中
断
し
て
い
て
も
再
興
さ
れ
、
そ
れ
が

実
子
に
よ
る
相
続
の
場
合
は
数
年
〜
数
十
年
を
経
て
い
て
も
「
実
子
」
に
よ

る
相
続
と
分
類
し
た
。

（
30
）
安
岡
重
明
『
近
世
商
家
の
経
営
理
念
・
制
度
・
雇
用
』
晃
洋
書
房
、
一
九
九

八
年
。「
第
七
章
　
三
井
諸
別
家
の
相
続
形
態
」
参
照
。

（
31
）
一
家
の
家
督
財
宝
は
祖
先
か
ら
の
預
り
物
で
あ
り
、
当
主
は
こ
れ
を
子
孫
へ
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伝
え
る
任
務
を
負
っ
た
一
代
の
管
財
人
で
あ
る
と
す
る
思
想
は
、
当
時
の
社

会
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
（
中
田
薫
『
徳
川
時
代
ノ
文
学
ニ
見
エ
タ

ル
私
法
』
明
治
堂
書
店
、
一
九
二
五
年
。
二
三
〇
頁
）。
杉
浦
大
黒
屋
の
当

主
も
、「
当
家
の
家
財
ハ
惣
て
御
先
代
よ
り
次
第
次
第
に
受
預
り
た
る
物
な

る
か
故
に
遺
物
と
て
私
の
羲
に
可
致
道
理
は
な
し
、
一
生
当
家
に
親
し
き

人
々
と
お
な
し
こ
こ
ろ
に
て
唯
当
家
を
相
続
す
へ
き
た
め
乃
役
人
な
れ
は
是

を
守
る
は
か
り
也
」（「
利
喬
遺
物
覚
書
」
寛
政
８
年
。
出
所：

京
都
市
歴
史

資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」
整
理
番
号
３
８
３
）
と
、
同
様
の
主
旨
の
文

書
を
遺
し
て
お
り
、
こ
の
考
え
は
別
家
の
間
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。

（
32
）
杉
浦
大
黒
屋
で
は
、
別
家
に
「
遺
書
」
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

各
別
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
残
存
す
る
「
遺
書
」（
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史

資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）
の
内
容
は
、「
史
料
１
」
に
あ
げ
た
も
の
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
別
家
が
代
替
り
し
た
場
合
は
書
き
改
め
た
後
、
再
度
提

出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
遺
言
状
は
当
時
、「
遺
書
カ
キ
オ
キ

、
書
置
、
譲
状
、

遺
状
、
遺
言
状
等
の
諸
種
の
名
称
を
以
つ
て
呼
ば
れ
た
一
の
法
律
行
為
」

（
小
早
川
欣
吾
『
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
。

六
七
四
頁
）
で
あ
っ
た
。

（
33
）
前
掲
『
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』
六
七
四
頁
。

（
34
）
中
田
薫
『
法
制
史
論
集
』
第
一
巻
、
一
九
七
〇
年
（
一
九
二
六
年
初
版
）、
岩

波
書
店
。
六
一
二
〜
六
一
七
頁
。

（
35
）
小
早
川
欣
吾
「「
死
後
譲
」
考
（
三
・
完
）」『
法
学
論
叢
』
第
五
〇
巻
第
三
号
、

一
九
四
四
年
。
二
六
七
頁
。

（
36
）
藤
井
幸
「
徳
川
時
代
に
お
け
る
庶
民
の
遺
言
」『
日
本
法
学
』（
日
本
大
学
法

学
会
）
第
二
四
巻
第
三
号
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
。
五
四
〜
五
五
頁
。

（
37
）「
別
家
市
兵
衛
不
埒
ニ
付
出
入
差
止
候
義
申
渡
之
写
」（（
包
紙
）〔
表
〕
文
化

七
年
午
八
月
　
別
宅
市
兵
衛
不
埒
ニ
付
家
名
取
上
ケ
永
ク
暇
出
し
候
申
渡
写

入
）（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）

（
38
）「
一
札
之
事
」（
明
和
七
年
庚
寅
三
月
十
九
日
　
大
黒
屋
市
兵
衛
よ
り
杉
浦
三

郎
兵
衛
様
宛
）

（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）

（
39
）「
一
札
」（〔
表
書
〕

店
忠
兵
衛
就
再
勤
申
渡
以
後
為
慎
、
別
宅
老
分
中
へ
差

出
候
証
文
一
紙
　
安
永
四
年
未
秋
改
）（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史

資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）。

（
40
）「
一
札
之
事
」（
宝
暦
九
戊
卯
歳
十
一
月
十
六
日
　
大
黒
屋
か
祢
よ
り
杉
浦
三

郎
兵
衛
様
宛
）

（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）

（
41
）
徳
川
時
代
に
お
い
て
家
督
相
続
人
が
家
族
に
対
し
て
負
っ
た
扶
養
義
務
は
、

「
倫
理
的
任
務
」、
ま
た
は
「
法
律
上
ノ
義
務
ヨ
リ
モ
更
二
強
大
ナ
ル
道
徳
上

ノ
職
分
」（
中
田
、
前
掲
書
『
徳
川
時
代
ノ
文
学
ニ
見
エ
タ
ル
私
法
』
二
一

二
〜
二
一
三
頁
）
と
さ
れ
る
。

（
42
）
店
預
り
金
や
積
金
に
つ
い
て
の
詳
し
い
調
査
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
が
、
別
家

や
奉
公
人
の
経
済
的
困
窮
時
に
は
、
店
に
預
け
ら
れ
た
「
利
息
積
金
」
か
ら

助
力
・
合
力
し
て
い
る
事
例
が
多
い
。
例
え
ば
、
家
業
経
営
者
が
廃
業
し
た

場
合
そ
の
家
財
・
道
具
類
を
処
分
し
て
負
債
を
弁
済
し
た
後
、
残
金
を
店
へ

預
け
て
そ
の
利
息
を
受
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

（
43
）
安
岡
、
前
掲
書
。
一
五
七
頁
。


